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単位

① 世帯

②

③

④

①

②

③

上位施策との関連
（総合計画体系）

章）

節）

目
　
　
的 意　　図

道塚　美彦

　大規模災害時には公共機関による支援、救護等にも限界があることから、地域住民主体の
自主防災活動が必要とされている。自治会、町内会への自主防災組織の必要性を啓発し、ま
た、自治会、町内会等が行なう防災活動に対し助成金を交付することにより、自主防災組織
の育成及び自主防災活動の促進を図ることを目的とする。

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

対　　象
(誰､又は何を)

市内における各自治体、各町内会、各連合町内会等

平成21年度まで

9,000

0.05

9,000

242

9,000

242242

 地方債

 国支出金

 道支出金

（単位：千円）

【事業費の推移】 21年度決算

平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）

【１ 計　画 （プラン）】

整理番号

部長職名

別紙 １

■自治事務　　□法定受託事務

直接事業費

 ① 合　計

安全で安心できるまち

防災と消防

総合的な防災体制の充実施策）

北広島市

根拠法令等

事務区分

〃  終了予定年度

0147

1102 総務部 危機管理課

小島　靖雄 作成日

Ｈ14事務事業開始年度
災害対策基本法　　北広島市地域防災計画

課長職名

作成部署自主防災組織育成事業事務事業名

平成22年5月28日

内線　648

　自治会、町内会への出前講座等を実施しながら、自主防災組織の必要性を啓発した。ま
た、対象となる事業に助成金を交付し、自主防災組織の育成及び自主防災活動の促進を図っ
た。（※平成17年12月1日に自主防災組織等活動助成金交付要綱を公布、施行。平成17年度
以降の助成金交付件数は11団体)

22年度予算20年度決算

【２ 実　施 （ドゥ）】

0.05

201

 一般財源 147

※　市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

手
　
　
段

平成22年度

23年度の予定

　今後も同様に、自治会、町内会への出前講座等を実施しながら、自主防災組織の必要性を
啓発する。また、助成対象となる事業については、上記要綱に基づく助成金を交付し、自主
防災組織の育成及び自主防災活動の促進を図る。

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

692

450 450

0.05

 ④ ＝②×③

人  件  費
（概算）

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

23年度(予定値)

450597

22年度(予定値）

651

指　　　標　　　名

指　　　　　標　　　　　値

21年度(確定値)

 ② 人　数（年間）

450

0.05

450

9,000 ③ 1人当り年間平均人件費

 その他特財

【指標の定義（算式等）】

26.8% 34.4%

201

目標値

　総　事　業　費  ①＋④

基 本
指 標

設立世帯数/全世帯数
％

【指標の定義（算式等）】

活 動
指 標

成 果

指 標

25,830 8,8886,931

100

10,000累積設立世帯数

加入率
38.7%



評点

□ ■

□

■

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

拡大重点化

拡大重点化

統合現状継続

現状継続

現状継続

平成23年度に向けた具体的な方向性

-

【 参 考 】

前年度の総合判定 現状継続

終了

今後の方向性に対する意見

【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

終了

見直し

チ ェ ッ ク 項 目

有
効
性

　自主防災組織は「自分たちの地域は自分たちで守
る」という自覚、連帯感に基づき、自主的に結成する
組織であるが、そのきっかけづくり、育成には当分の
間、行政が関与すべきであると考える。

整理番号

公
平
性

　地域防災計画の改定に合わせ、自主防災組織の実態（設立状況・活
動状況）の調査を行うこと。（実行計画改革項目No18:災害時における
市民との協働体制の強化）

見直し

休止・廃止

終了統合

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
ていないか

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】

内部評価委員会による評価

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

3

法律の義務付けなし

事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価

法律の義務付けあり

　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切評点区分

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

統合

現状継続

見直し総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化

休止・廃止

　災害時における自主防災組織の果たす役割は大きいことから、引き
続き組織の設立を促進し育成に努めていく。

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

【外部評価】 （外部評価委員会による評価

平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

　町内会等によって防災意識に差があることから、必
然的に助成制度の利用状況にも差が生じているが、そ
のことが不公平であるという考えにはならない。防災
意識の低い町内会等に対しては出前講座等で粘り強く
普及・啓発に努めていく必要がある。

総 合 判 定
（方向性）

総 合 判 定
（ 取 組 ）

　現時点では助成申請件数が少ないため、今後、町内
会等に対し、出前講座等の活用によりさらなる周知・
啓発を行なう必要がある。

休止・廃止

3

　自主防災組織の必要性の認識は町内会等で着実に高
まってきているが、本市の自主防災組織率はまだ低い
ことから、組織づくりのきっかけとして、補助金によ
る助成制度は有効であると考える。

1102
【３ 評　価 （チェック）】

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

効
率
性

2

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
妥
当
性

平成21年度における評価　（現状と課題）

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）



％ ％ ％

％ ％ ％

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

補助金･交付金名 自主防災組織等活動助成金

整理番号 1102

 構成員(団体)数

【交付先団体等の概要】

＜継続用＞

設立年
交付先の名称
及び代表者名

大曲南ヶ丘町内会　外１団体

２団体（８９４戸）

２０年度 (決算) ２１年度 (決算)

242

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 204

繰越金

204収　入　合　計 （Ｂ）

50

防災資機財購入事業

-242 

242

（22年3月末現在）

295 484409

147

147

 交付先団体等の
 活動目的

町内会活動

■事業費のみに充当

区　　　　分 ２２年度 (予算)

 交付先団体等の
 活動内容

防災組織における防災資機材の購入

□市役所にある
事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある

【交付先団体等の決算･予算の状況】

□運営費・事業費の双方に充当
補助金等の充当
状況（21年度）

□運営費のみに充当

（単位：千円）

収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） -205 

484295

-148 

支　出　合　計 （Ｃ） 409

補助・交付金の算出根拠 事業費×1/2　（千円未満切捨て）

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ）

50
 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合

防災資機財購入事業

（Ａ）÷（Ｃ）
50

繰 越 金

支　　出

事業費

50

484

50 50

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 409

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

防災資機財購入事業

295
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23 ～ 年度

点

別紙 ３ 　平成２２年度補助金等評価調書（現行補助金用）

（総合計画での
  位置付け）

節 防災と消防

小島　靖雄

市内の自主防災組織又は自治会、町内会等が行なう防災活動（防災訓練、防災に関する
教育又は啓発、防災資機材の購入等）に対する助成

整理番号 1102 補助金等名 自主防災組織等活動助成金 作成部署 総務部 危機管理課 内線　648

作成日 平成22年5月28日

災害対策基本法　　北広島市地域防災計画
交付開始年度

根拠法令等

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務　 部長職名 道塚　美彦

施策 総合的な防災体制の充実 施策）

課長職名

安全で安心できるまち上位施策との関連 章

〃  終了予定年度

補助金等の概要

毎年度
21年度決算額 22年度予算額区　　　　分

【費用の予定額】 （単位：千円）

23年度以降予定額

チェック項目 採点 選択理由、説明等

 法律・北海道条令等で実施が義務付けられている事務事業か　　□有　　　　■無

評　価　

242

242242

147

242

242

交付金額

242

147

合　計

一般財源

地方債

必
要
性

(1)事業活動の目的や内容等が社会経済情勢に合致してい
る

4
大規模災害においては、住民自ら相互

に協力し、災害に対処することが求めら
れている。自主防災組織率の低い当市に
おいて自主防災組織の育成のため、補助
は必要である。

(2)行政と市民の役割分担の中で、真に補助すべき事業・
活動である

4

道支出金

国支出金

公
益
性

次の項目のいずれかに該当していること
(1)住民自治の向上、市民の福祉・健康増進が図られるも
の
(2)市民の安全で安心な生活に寄与するもの
(3)市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与するもの
(4)地域の経済、産業の振興、雇用の促進に寄与するもの
(5)市の施策として推進する事業を団体又は個人に対し積
極的に奨励しようとするもの

4

災害時における自主防災組織の果たす
役割は大きいことから、町内会等に対
し、組織の設立を積極的に奨励するもの
である。

×３＝

12

その他特財

採点区分
　　５点　大いに認められる　　　　　４点　認められる　　　　　３点　やや認められる
　　２点　あまり認められない　　　　１点　認められない

適
格
性

個人に対する補助金等は(1)及び(2)の項目について採点し、団
体等に対する補助金等は全項目について採点する。
(1)支出手続が、法令、条例、規則、要綱等に基づいていること
(2)支出目的、範囲が法令の規定に抵触していないこと
(3)団体等の会計処理及び補助金等の使途が適切であること
(4)団体等において適正な監査機能を有していること
(5)団体等の事業活動の内容と補助の目的との整合がとれている
こと

4

支出手続きは北広島市自主防災組織等活動助成金
交付要綱に基づき適正に処理されている。また、支
出目的、範囲は法令の規定に抵触していない。団体
の会計処理は及び補助金の使途は適切であり、適正
な監査機能を有している。また、団体の事業活動の
内容と補助の目的との整合がとれている。

採点合計 30

効
果
性

(1)効果が広く市民にいきわたり、特定の者のみの利益に
供することのないもの

3 自主防災組織は万が一の災害に備える
ものであり、費用対効果では計れないも
のである。(2)補助金等の交付に対して費用対効果が認められる 3
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(第 1

単位

①

②

③

④

①

②

③

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

活 動
指 標

基 本
指 標

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 20年度(確定値) 21年度(予定値） 22年度(予定値)

 ④ ＝②×③ 0 0 2,700 900

　総　事　業　費  ①＋④ 0 0 6,125 900

人  件  費
（概算）

3,425 3,998

0.10

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ① 合　計 0 0 3,425 0

 ② 人　数（年間） 0.30

 地方債
直接事業費

 国支出金

 道支出金

 その他特財

 一般財源

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　地域防災計画素案、職員初動マニュアル、市民向け防災ガイドブックの作成、自主防災組織
の実態調査

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

市民、市、各防災関係機関

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　この計画は、北広島市防災会議が災害対策基本法に基づき、地震災害や風水害、雪害などの
災害に関して総合的な対策を定めるものであり、この計画に基づき事前の対策を推進し、災害
に強い安心・安全なまちづくりを進めるとともに、災害が発生した際の応急対策を実施するこ
とにより、市民の生命、身体、財産を災害から守ることを目的としている。本計画は平成１３
年に最終修正してから９年経っていることから、今回、北海道地域防災計画等との整合を図り
ながら、全体構成の見直し、統計数値、各種データ類の数値などの改訂を行なうものである。

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 安全で安心できるまち

節） 防災と消防

施策） 総合的な防災体制の充実

事務事業開始年度 Ｈ22
根拠法令等 災害対策基本法第42条

〃  終了予定年度 Ｈ23

内線　648

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 道塚　美彦 課長職名 小島　靖雄 作成日 平成22年10月6日

別紙 １ 平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 1103 事務事業名 地域防災計画改訂事業 作成部署 総務部 危機管理課

防災計画は、災害時等における総

合的な対策を定める計画であり、評

価指標をもうけることは困難である。



評点

■ □

■

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　自己評価のとおり現状継続とする。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

統合

　２２年度策定予定の地域防災計画、職員初動マニュアル、市民向け
防災ガイドブックについて、市職員や関係機関、市民等へ配布すべ
く、必要部数を印刷製本する。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

実施する

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 実施する

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
ていないか

-
　災害から市民の生命・財産等を守るための基本的な
計画であり、その作成については市の責務であること
から、受益者負担の考え方はなじまない。

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

-
　防災計画は、災害時等における総合的な対策を定め
る計画であり、成果指標をもうけることは困難であ
る。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3

　防災計画は、災害時等における総合的な対策を定め
る計画であり、費用対効果で評価できるものではない
が、本計画の改訂素案づくりについては、ノウハウの
あるコンサルタントに委託発注し、コスト削減に取り
組んでいる。

チ ェ ッ ク 項 目 平成22年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
　市町村地域防災計画は災害対策基本法第42条により
策定を義務付けられている。

整理番号 1103
【３ 評　価 （チェック）】



電話

(第 1

(第 7

(第 1

単位

① 世帯

②

③

④

①

②

③

上位施策との関連
（総合計画体系）

章）

節）

目
　
　
的 意　　図

道塚　美彦

　大規模災害時には公共機関による支援、救護等にも限界があることから、地域住民主体の
自主防災活動が必要とされている。自治会、町内会への自主防災組織の必要性を啓発し、ま
た、自治会、町内会等が行なう防災活動に対し助成金を交付することにより、自主防災組織
の育成及び自主防災活動の促進を図ることを目的とする。

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

対　　象
(誰､又は何を)

市内における各自治体、各町内会、各連合町内会等

平成21年度まで

9,000

0.05

9,000

242

9,000

242242

 地方債

 国支出金

 道支出金

（単位：千円）

【事業費の推移】 21年度決算

平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）

【１ 計　画 （プラン）】

整理番号

部長職名

別紙 １

■自治事務　　□法定受託事務

直接事業費

 ① 合　計

安全で安心できるまち

防災と消防

総合的な防災体制の充実施策）

北広島市

根拠法令等

事務区分

〃  終了予定年度

0147

1102 危機管理課

小島　靖雄 作成日

Ｈ14事務事業開始年度
災害対策基本法　　北広島市地域防災計画

課長職名

作成部署自主防災組織育成事業事務事業名

平成22年5月28日

内線　648

　自治会、町内会への出前講座等を実施しながら、自主防災組織の必要性を啓発した。ま
た、対象となる事業に助成金を交付し、自主防災組織の育成及び自主防災活動の促進を図っ
た。（※平成17年12月1日に自主防災組織等活動助成金交付要綱を公布、施行。平成17年度
以降の助成金交付件数は11団体)

22年度予算20年度決算

【２ 実　施 （ドゥ）】

0.05

201

 一般財源 147

※　市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

手
　
　
段

平成22年度

23年度の予定

　今後も同様に、自治会、町内会への出前講座等を実施しながら、自主防災組織の必要性を
啓発する。また、助成対象となる事業については、上記要綱に基づく助成金を交付し、自主
防災組織の育成及び自主防災活動の促進を図る。

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

692

450 450

0.05

 ④ ＝②×③

人  件  費
（概算）

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

23年度(予定値)

450597

22年度(予定値）

651

指　　　標　　　名

指　　　　　標　　　　　値

21年度(確定値)

 ② 人　数（年間）

450

0.05

450

9,000 ③ 1人当り年間平均人件費

 その他特財

【指標の定義（算式等）】

26.8% 34.4%

201

目標値

　総　事　業　費  ①＋④

基 本
指 標

設立世帯数/全世帯数
％

【指標の定義（算式等）】

活 動
指 標

成 果

指 標

25,830 8,8886,931

100

10,000累積設立世帯数

加入率
38.7%



評点

□ ■

□

■

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

拡大重点化

拡大重点化

統合現状継続

現状継続

現状継続

平成23年度に向けた具体的な方向性

-

【 参 考 】

前年度の総合判定 現状継続

終了

今後の方向性に対する意見

【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

終了

見直し

チ ェ ッ ク 項 目

有
効
性

　自主防災組織は「自分たちの地域は自分たちで守
る」という自覚、連帯感に基づき、自主的に結成する
組織であるが、そのきっかけづくり、育成には当分の
間、行政が関与すべきであると考える。

整理番号

公
平
性

　地域防災計画の改定に合わせ、自主防災組織の実態（設立状況・活
動状況）の調査を行うこと。（実行計画改革項目No18:災害時における
市民との協働体制の強化）

見直し

休止・廃止

終了統合

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
ていないか

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】

内部評価委員会による評価

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

3

法律の義務付けなし

事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価

法律の義務付けあり

　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切評点区分

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

統合

現状継続

見直し総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化

休止・廃止

　災害時における自主防災組織の果たす役割は大きいことから、引き
続き組織の設立を促進し育成に努めていく。

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

【外部評価】 （外部評価委員会による評価

平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

　町内会等によって防災意識に差があることから、必
然的に助成制度の利用状況にも差が生じているが、そ
のことが不公平であるという考えにはならない。防災
意識の低い町内会等に対しては出前講座等で粘り強く
普及・啓発に努めていく必要がある。

総 合 判 定
（方向性）

総 合 判 定
（ 取 組 ）

　現時点では助成申請件数が少ないため、今後、町内
会等に対し、出前講座等の活用によりさらなる周知・
啓発を行なう必要がある。

休止・廃止

3

　自主防災組織の必要性の認識は町内会等で着実に高
まってきているが、本市の自主防災組織率はまだ低い
ことから、組織づくりのきっかけとして、補助金によ
る助成制度は有効であると考える。

1102
【３ 評　価 （チェック）】

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

効
率
性

2

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
妥
当
性

平成21年度における評価　（現状と課題）

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）



％ ％ ％

％ ％ ％

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

補助金･交付金名 自主防災組織等活動助成金

整理番号 1102

 構成員(団体)数

【交付先団体等の概要】

＜継続用＞

設立年
交付先の名称
及び代表者名

大曲南ヶ丘町内会　外１団体

２団体（８９４戸）

２０年度 (決算) ２１年度 (決算)

242

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 204

繰越金

204収　入　合　計 （Ｂ）

50

防災資機財購入事業

-242 

242

（22年3月末現在）

295 484409

147

147

 交付先団体等の
 活動目的

町内会活動

■事業費のみに充当

区　　　　分 ２２年度 (予算)

 交付先団体等の
 活動内容

防災組織における防災資機材の購入

□市役所にある
事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある

【交付先団体等の決算･予算の状況】

□運営費・事業費の双方に充当
補助金等の充当
状況（21年度）

□運営費のみに充当

（単位：千円）

収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） -205 

484295

-148 

支　出　合　計 （Ｃ） 409

補助・交付金の算出根拠 事業費×1/2　（千円未満切捨て）

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ）

50
 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合

防災資機財購入事業

（Ａ）÷（Ｃ）
50

繰 越 金

支　　出

事業費

50

484

50 50

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 409

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

防災資機財購入事業

295



電話

平成 17

（第 1 章）

（第 7 節）

（第 1

23 ～ 年度

点

別紙 ３ 　平成２２年度補助金等評価調書（現行補助金用）

（総合計画での
  位置付け）

節 防災と消防

小島　靖雄

市内の自主防災組織又は自治会、町内会等が行なう防災活動（防災訓練、防災に関する
教育又は啓発、防災資機材の購入等）に対する助成

整理番号 1102 補助金等名 自主防災組織等活動助成金 作成部署 危機管理課

作成日 平成22年5月28日

災害対策基本法　　北広島市地域防災計画
交付開始年度

根拠法令等

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務　 部長職名 道塚　美彦

施策 総合的な防災体制の充実 施策）

課長職名

安全で安心できるまち上位施策との関連 章

〃  終了予定年度

補助金等の概要

毎年度
21年度決算額 22年度予算額区　　　　分

【費用の予定額】 （単位：千円）

23年度以降予定額

チェック項目 採点 選択理由、説明等

 法律・北海道条令等で実施が義務付けられている事務事業か　　□有　　　　■無

評　価　

242

242242

147

242

242

交付金額

242

147

合　計

一般財源

地方債

必
要
性

(1)事業活動の目的や内容等が社会経済情勢に合致してい
る

4
大規模災害においては、住民自ら相互

に協力し、災害に対処することが求めら
れている。自主防災組織率の低い当市に
おいて自主防災組織の育成のため、補助
は必要である。

(2)行政と市民の役割分担の中で、真に補助すべき事業・
活動である

4

道支出金

国支出金

公
益
性

次の項目のいずれかに該当していること
(1)住民自治の向上、市民の福祉・健康増進が図られるも
の
(2)市民の安全で安心な生活に寄与するもの
(3)市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与するもの
(4)地域の経済、産業の振興、雇用の促進に寄与するもの
(5)市の施策として推進する事業を団体又は個人に対し積
極的に奨励しようとするもの

4

災害時における自主防災組織の果たす
役割は大きいことから、町内会等に対
し、組織の設立を積極的に奨励するもの
である。

×３＝

12

その他特財

採点区分
　　５点　大いに認められる　　　　　４点　認められる　　　　　３点　やや認められる
　　２点　あまり認められない　　　　１点　認められない

適
格
性

個人に対する補助金等は(1)及び(2)の項目について採点し、団
体等に対する補助金等は全項目について採点する。
(1)支出手続が、法令、条例、規則、要綱等に基づいていること
(2)支出目的、範囲が法令の規定に抵触していないこと
(3)団体等の会計処理及び補助金等の使途が適切であること
(4)団体等において適正な監査機能を有していること
(5)団体等の事業活動の内容と補助の目的との整合がとれている
こと

4

支出手続きは北広島市自主防災組織等活動助成金
交付要綱に基づき適正に処理されている。また、支
出目的、範囲は法令の規定に抵触していない。団体
の会計処理は及び補助金の使途は適切であり、適正
な監査機能を有している。また、団体の事業活動の
内容と補助の目的との整合がとれている。

採点合計 30

効
果
性

(1)効果が広く市民にいきわたり、特定の者のみの利益に
供することのないもの

3 自主防災組織は万が一の災害に備える
ものであり、費用対効果では計れないも
のである。(2)補助金等の交付に対して費用対効果が認められる 3



電話

(第 1

(第 7

(第 1

単位

①

②

③

④

①

②

③

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

活 動
指 標

基 本
指 標

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 20年度(確定値) 21年度(予定値） 22年度(予定値)

 ④ ＝②×③ 0 0 2,700 900

　総　事　業　費  ①＋④ 0 0 6,125 900

人  件  費
（概算）

3,425 3,998

0.10

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ① 合　計 0 0 3,425 0

 ② 人　数（年間） 0.30

 地方債
直接事業費

 国支出金

 道支出金

 その他特財

 一般財源

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　地域防災計画素案、職員初動マニュアル、市民向け防災ガイドブックの作成、自主防災組織
の実態調査

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

市民、市、各防災関係機関

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　この計画は、北広島市防災会議が災害対策基本法に基づき、地震災害や風水害、雪害などの
災害に関して総合的な対策を定めるものであり、この計画に基づき事前の対策を推進し、災害
に強い安心・安全なまちづくりを進めるとともに、災害が発生した際の応急対策を実施するこ
とにより、市民の生命、身体、財産を災害から守ることを目的としている。本計画は平成１３
年に最終修正してから９年経っていることから、今回、北海道地域防災計画等との整合を図り
ながら、全体構成の見直し、統計数値、各種データ類の数値などの改訂を行なうものである。

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 安全で安心できるまち

節） 防災と消防

施策） 総合的な防災体制の充実

事務事業開始年度 Ｈ22
根拠法令等 災害対策基本法第42条

〃  終了予定年度 Ｈ23

内線　648

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 道塚　美彦 課長職名 小島　靖雄 作成日 平成22年10月6日

別紙 １ 平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 1103 事務事業名 地域防災計画改訂事業 作成部署 危機管理課

防災計画は、災害時等における総

合的な対策を定める計画であり、評

価指標をもうけることは困難である。



評点

■ □

■

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　自己評価のとおり現状継続とする。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

統合

　２２年度策定予定の地域防災計画、職員初動マニュアル、市民向け
防災ガイドブックについて、市職員や関係機関、市民等へ配布すべ
く、必要部数を印刷製本する。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

実施する

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 実施する

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
ていないか

-
　災害から市民の生命・財産等を守るための基本的な
計画であり、その作成については市の責務であること
から、受益者負担の考え方はなじまない。

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

-
　防災計画は、災害時等における総合的な対策を定め
る計画であり、成果指標をもうけることは困難であ
る。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3

　防災計画は、災害時等における総合的な対策を定め
る計画であり、費用対効果で評価できるものではない
が、本計画の改訂素案づくりについては、ノウハウの
あるコンサルタントに委託発注し、コスト削減に取り
組んでいる。

チ ェ ッ ク 項 目 平成22年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
　市町村地域防災計画は災害対策基本法第42条により
策定を義務付けられている。

整理番号 1103
【３ 評　価 （チェック）】



電話

(第 1

(第 7

(第 1

単位

人

① 戸

② 戸

③ 戸

④ 戸

①

②

③

成 果

指 標

耐震化済戸数
戸 15,046

【指標の定義（算式等）】

89 82.6
耐震化率

％

13,91413,588 13,741

83.3

活動指標①+②-③+④

84.1
耐震化済戸数/木造建築物合計

耐震改修実施木造建築物(累計) 600

2,759

60,849 60,849

30

12,240

0 10

12,040

4,450

4,588

9,000 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,0009,000

活 動
指 標

昭和57年以降木造建築物(新基準 13,040 11,840

昭和56年以前木造建築物(旧基準

要耐震改修木造建築物(②×62%) 2,294 2,666

4,3003,700

2,852

4,600

基 本
指 標

住民基本台帳人口(世帯数) 61,000 60,849

指　　　標　　　名 22年度(予定値） 23年度(予定値)

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

 ④ ＝②×③ 4,500 4,500 4,500

目標値 21年度(確定値)

4,500

人  件  費
（概算）

 ② 人　数（年間） 0.50 0.50 0.50 0.50

4,500

4,700 4,800　総　事　業　費  ①＋④

 ① 合　計 88 0

 地方債

 一般財源 88

 その他特財

300

22年度予算

300

100

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　耐震診断補助：10件

21年度決算

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 23年度の予定

 道支出金

直接事業費

 国支出金

H21

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 安全で安心できるまち

節） 防災と消防

施策） 総合的な防災体制の充実

0

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

　昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の所有者

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　耐震診断補助：10件を予定していたが、申請は無かった。

3000

0

200

100

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　地震に対する住宅の安全性の向上及び災害に強いまちづくりの推進を図るため、木造住宅
の耐震診断に要する費用の一部を補助する。

〃  終了予定年度

【１ 計　画 （プラン）】

北広島市

整理番号 2605 事務事業名

別紙 １ 平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）

内線６５３

根拠法令等 　耐震改修促進法
事務事業開始年度

作成部署

部長職名 相馬正人 課長職名

建設部建築課

作成日 平成22年5月25日

木造住宅耐震診断補助事業

右城君彦

H27

事務区分 □自治事務　　□法定受託事務



評点

■ □

■

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価

拡大重点化 見直し

総 合 判 定

（方向性）

【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

平成23年度に向けた具体的な方向性

総 合 判 定
（方向性）

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

現状継続

統合

統合

休止・廃止

　利用実績がないため、PR方法などを検討すること。

拡大重点化

- 現状継続現状継続

【 参 考 】 事業担当部局による評価

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

外部評価委員会による評価

休止・廃止

終了

現状継続 現状継続

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3

　地震が発生した場合の建築物の倒壊などの被害を未
然に防止するため、現行の耐震基準を満たしているか
どうか建築物の耐震性を知ることは必要であり、木造
住宅の所有者にとって耐震化を行いやすい環境整備や
負担軽減を講じることが求められている。

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

終了

統合

木造住宅耐震診断補助を行う。

内部評価委員会による評価

前年度の総合判定

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

見直し

法律の義務付けあり 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】

評点区分

法律の義務付けなし

　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

3

3
　国庫補助制度を活用することで、少ない費用で大き
な効果が期待できる。

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

　耐震診断費用の一部助成により、所有者負担の軽減
が図られ、耐震改修の実施率の向上に有効である。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

3
　耐震診断の助成率は国の補助基準を利用して定めお
り、概ね適正である。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

有
効
性

【３ 評　価 （チェック）】
整理番号 2605



電話

（第 1 章）

（第 7 節）

（第 1

23 ～ 27 年度

点

別紙 ３ 　平成２２年度補助金等評価調書（現行補助金用）

整理番号 2605 補助金等名

交付開始年度 H20
根拠法令等 耐震改修促進法、北広島市補助金等交付規則

〃  終了予定年度 H27

事務区分 □自治事務　　□法定受託事務　 部長職名 相馬正人 課長職名 右城君彦

北広島市木造住宅耐震診断補助金 作成部署 建設部建築課 内線６５３

作成日 平成22年5月25日

一般財源

安全で安心できるまち

補助金等の概要
　耐震改修促進法に基づき創設された「住宅の耐震化の支援に関する事業」の国庫補助制
度を活用し、耐震基準（昭和５６年５月３１日以前の耐震基準）で建築された木造住宅の
所有者が耐震診断を行う際に要する費用の一部を助成する。

区　　　　分

【費用の予定額】 （単位：千円）

上位施策との関連 章

施策）

（総合計画での
  位置付け）

0 200

21年度決算額 22年度予算額

節 防災と消防

施策 総合的な防災体制の充実

道支出金

国支出金 0 100

交付金額

23年度以降予定額

毎年度

チェック項目 採点 選択理由、説明等

地方債

合　計

 法律・北海道条令等で実施が義務付けられている事務事業か　　■有　　　　□無

評　価　

その他特財

0 100

必
要
性

(1)事業活動の目的や内容等が社会経済情勢に合致してい
る

5
(1)近年どこの地域でも大地震が発生してもおかし
くない状況にあるとの認識が広がっている。
(2)耐震診断費用の一部助成により所有者負担の軽
減が図られ、耐震改修の実施率の向上につながり市
民から強く求められている。

(2)行政と市民の役割分担の中で、真に補助すべき事業・
活動である

4

(2)に該当
　地震が発生した場合の建築物の倒壊などの
被害を未然に防止するため、現行の耐震基準
を満たしているかどうかの確認は必要であ
る。木造住宅の所有者にとって耐震化を行い
やすい環境整備や負担軽減につながる。

×３＝

12

公
益
性

次の項目のいずれかに該当していること
(1)住民自治の向上、市民の福祉・健康増進が図られるも
の
(2)市民の安全で安心な生活に寄与するもの
(3)市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与するもの
(4)地域の経済、産業の振興、雇用の促進に寄与するもの
(5)市の施策として推進する事業を団体又は個人に対し積
極的に奨励しようとするもの

4

採点区分
　　５点　大いに認められる　　　　　４点　認められる　　　　　３点　やや認められる
　　２点　あまり認められない　　　　１点　認められない

適
格
性

個人に対する補助金等は(1)及び(2)の項目について採点
し、団体等に対する補助金等は全項目について採点す
る。
(1)支出手続が、法令、条例、規則、要綱等に基づいてい
ること
(2)支出目的、範囲が法令の規定に抵触していないこと
(3)団体等の会計処理及び補助金等の使途が適切であるこ
と
(4)団体等において適正な監査機能を有していること
(5)団体等の事業活動の内容と補助の目的との整合がとれ

5

(1)「耐震改修促進法」及び「北広島市補
助金等交付規則」による。
(2)支出の目的・範囲は当該補助事業の成
果が交付決定の内容と適合している。

採点合計 34

(1)効果が広く市民にいきわたり、特定の者のみの利益に
供することのないもの

4 (1)耐震診断の補助を行うことは、建築物の安全性
の向上に関する啓発及び知識の普及につながる
(2)補助金の交付によって、耐震改修の実施率の向
上につながる。(2)補助金等の交付に対して費用対効果が認められる 4

効
果
性
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